




































「横浜市みんなのおでかけ交通事業」について【情報提供】 

 
１ 事業の趣旨 

  誰もが移動しやすい環境を整えていくため、地域公共交通を「増やす」取組として「横浜

市地域交通サポート事業」に代わる新たな制度として「横浜市みんなのおでかけ交通事業」

を創設し、令和７年度から運用を開始しましたので情報提供します。 
 

２ お願いしたいこと 

【区 連 長】ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。定例会等で情報提供をお願いします。 

 

３ 添付資料 

   パンフレット 
（「横浜市みんなのおでかけ交通事業」について） 
 

４ 事業概要 

  買い物などの日常生活の移動が不便と感じる地域で、日常生活圏（自宅周辺エリアや最

寄り駅）を移動するための新たな地域公共交通「おでかけシャトル」を導入し、地域の移動

課題の解決を目指す事業です。 

 

【基本的な考え方】 

  ・地域のもりあがり 

   地域の皆さまが主体となって移動の課題をしっかり把握し、地域の総意として新たな地

域公共交通の導入に向け取り組むことが必要です。 

 ・市の支援に頼らない運行 

   地域でおでかけシャトルを定着させるためには、多くの方々の利用による運賃収入が必

要不可欠です。運賃収入のほか、地元企業等に運行のサポーターとなってもらうことも

考えられます。 

・安全安心な運行 

 プロのドライバーであるバス・タクシー事業者による運行を基本とします。 

・鉄道やバスなど、今ある公共交通を活かす 

 おでかけシャトルは、鉄道やバスを補完する交通サービスです。検討の際は、周辺の 

 バス路線等と役割を分担することが必要です。 
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新たな「横浜市地震防災戦略」について【情報提供】 
 

１ 趣旨 

本市では、令和６年能登半島地震の状況などを踏まえ、市の地震防災対策を

強化するため、「地震防災戦略」を刷新しました。 

12 月に素案を公表し、市民意見募集を通じていただいたご意見（計 482 件）

等を踏まえ、戦略をとりまとめることができましたので、意見募集等へのご協

力にお礼を申し上げるとともに、戦略の内容をご報告いたします。 

また、各区連会に危機管理室職員が伺い、戦略に関するご説明をさせていた

だきますので、ご理解・ご協力のほどお願いいたします。 

 

２ お願いしたいこと 

【区 連 長】ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。定例会等で周知をお願いします。 

 

３ 地震防災戦略について 

(1) 戦略の位置付け・期間 

 〇 地震防災戦略とは、横浜市防災計画に基づき、大規模地震の被害軽減に

向けて市役所が取り組む行動計画（アクションプラン）です。 

 〇 戦略期間は令和７～15 年度とし、そのうち令和７～11 年度を「集中取

組期間」として各取組を推進していきます。 

 〇 戦略の推進にあたっては、自治会町内会や地域防災拠点運営委員会など、

地域の方々と意見を交わしながら、実効性のある取組を展開していきます。 

(2) 戦略の概要 

別紙のとおり 

(3) 戦略（冊子データ）及び市民意見募集の結果 

市ウェブサイト（下記ページ）に掲載しています。 

  URL：https://www.city.yokohama.lg.jp/bousai-kyukyu-bohan/bousai-saigai/data/bosaikeikaku/senryaku/ikenboshuu.html 

 

 

 

 

総務局危機管理室防災企画課 担当：阿武、田岡 

電   話 671-4096 

電子メール so-bousaikikaku@city.yokohama.lg.jp 
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横浜市地震防災戦略

説明資料

令和７年３月改定

地震防災戦略の位置付け

市防災計画に基づき、大規模地震被害の軽減に向け、市役所の具体的な取組をまとめた行動計画

戦略期間

令和７～15年度（集中取組期間 令和７～11年度）

戦略の４つの柱

柱１

市民や地域の「発災前からの備え」の強化

防災行動の促進及び多様な助け合いの強化（自助・共助の推進）、地震火災対策
の推進、建物倒壊等の防止対策強化、災害時にも活きるまちづくりの推進により、
市民や地域の「発災前からの備え」を強化します。

柱２

誰もが安心して避難生活を送ることができる仕組みの構築

避難所環境の向上、物資支援の充実、配慮が必要な人（災害時要援護者）への支
援、多様な避難への支援、早期の生活再建に向けた支援により、誰もが安心して避
難生活を送ることができる仕組みを築きます。

柱３
大規模災害時の拠点等整備

広域防災拠点（旧上瀬谷通信施設地区）の整備、災害応急活動体制の強化により、
大規模災害時の拠点等を整備します。

柱４
災害に強いまちづくりの推進（インフラの強靭化）

緊急輸送路等の強靭化、上下水道の強靭化、港湾施設等の強靭化により、災害に
強いまちづくり（インフラの強靭化）を進めます。

「横浜市地震防災戦略」のダウンロード

横浜市ウェブサイトからダウンロードできます。
URL: https://www.city.yokohama.lg.jp/bousai-kyukyu-bohan/

bousai-saigai/data/bosaikeikaku/senryaku/ikenboshuu.html
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戦略の柱１：市民や地域の「発災前からの備え」の強化

施
策
１

防災行動の促進及び
多様な助け合いの強化
(自助･共助の推進)

個人備蓄の促進や、世代・国籍など対象者に合わせた防災啓発、災害
ボランティアの活動環境の整備、マンション防災の推進などにより、自助･
共助の取組を推進します。

施
策
２

地震火災対策の推進
「燃えにくく、住みやすいまち」を実現するため、建築物の建て替え等
による不燃化の推進や、感震ブレーカーの設置促進、密集市街地における
防火水槽の整備などを進めます。

施
策
３

建物倒壊等の防止対策
強化

建物倒壊や落下物等による被害を防ぐため、木造住宅やマンション等の
耐震化、家具転倒防止器具の設置等を支援するとともに、歴史的建造物の
耐震化を進めます。

施
策
４

災害時にも活きるまち
づくりの推進

密集市街地等における防災型公園の整備や、防災まちづくり活動の活性
化、小中学校や公園等のトイレの洋式化の加速など、災害時にも活きる
まちづくりを進めます。

戦略の柱２：誰もが安心して避難生活を送ることができる仕組みの構築

施
策
１

避難所環境の向上

小中学校体育館（地域防災拠点）の空調整備や耐震給水栓整備の加速、
災害用トイレの充実、防犯対策の強化、温かい食事等の提供体制確保、
民間施設活用等による避難スペースの拡充などにより、安心して避難生活
を送れるようにします。

施
策
２

物資支援の充実

避難者の健康維持やプライバシー・就寝環境の向上等に必要な物資を備蓄
するとともに、流通備蓄など民間事業者との連携による物資の供給体制
強化などにより、必要な物資を速やかに提供できるようにします。

施
策
３

配慮が必要な人(災害
時要援護者)への支援

高齢者や障害者、妊産婦・乳幼児など配慮を要する人が、安心して避難
できるように、避難所環境の整備や福祉避難所の拡充などを進めるととも
に、社会福祉施設等の非常用電源の確保などを支援します。

施
策
４

多様な避難への支援

在宅避難やペット連れでの避難、車中泊避難など、それぞれの事情に応
じた避難生活を安心して送ることができるように、避難場所等の確保や、
どこに避難しても必要な物資・情報等が得られる仕組みを構築します。

施
策
５

早期の生活再建に
向けた支援

罹災証明書発行など生活再建に必要な手続の迅速化・利便性の向上や、
応急仮設住宅の速やかな提供などにより、被災者の早期の生活再建に向け
た支援を行います。

戦略の柱３：大規模災害時の拠点等整備

施
策
１

広域防災拠点(旧上瀬谷

通信施設地区)の整備

全国から集まる広域支援部隊のベースキャンプ機能、物資を備蓄し
避難所に届ける物資備蓄機能、広域支援部隊の現地活動調整等を行う
拠点機能を担う「広域防災拠点」を、旧上瀬谷通信施設地区に整備します。

施
策
２

災害応急活動体制の
強化

被害状況等を早期に把握するため、ＤＸ等を活用した情報受伝達体制を
確保するとともに、公設消防力や災害時医療体制の強化、ライフライン
事業者等との連携を強化します。

戦略の柱４：災害に強いまちづくりの推進（インフラの強靭化）
施
策
１

緊急輸送路等の強靭化
災害時の輸送ネットワークを強化するため、緊急輸送路等の耐震化や、
広域防災拠点を軸とした緊急輸送路の再構築などを進めます。

施
策
２

上下水道の強靭化

災害時における給水・排水機能を確保するため、地域防災拠点等に接続
する水道管・下水道管の耐震化や、上水道施設及び下水道施設の更新・耐
震化を進めます。

施
策
３

港湾施設等の強靭化
災害時における港湾機能や輸送ネットワークを確保するため、耐震強化
岸壁や海岸保全施設等の整備を進めます。

＜戦略の全体像＞ ※下線の取組については次ページ以降で説明
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市域において大地震が発生した際、各住宅の電気の供給を自動的に遮断する感震ブレーカーの設置を
促進し、電気に起因する火災の防止を図ります。延焼火災の危険性が高い重点対策地域では、令和７～11
年度における器具設置補助率を100％とし、重点的に取り組みます。

過去の大震災における火災の原因の６割以上が電気に関係するものとされています。
電気に起因する出火を防止するには、避難時にブレーカーを落とすことが効果的です。

設置

感震ブレーカー 取
組
指
標

重点対策地域における感震ブレーカーの設置率

直近の現状値 R11目標値 R15目標値

31.4％※ 80％ 推進

※重点対策地域及び対策地域での設置率

柱１：市民や地域の「発災前からの備え」の強化 《取組抜粋》

支援物資が届きにくい場合でも自宅等での生活を継続できるよう、ローリングストックを基本
とした水・食料等の備蓄や、トイレパック、モバイルバッテリーの確保など、個人での備えを
促進するため、民間等と連携しながら周知啓発等を行います。

個人備蓄の促進

飲料水 １人当たり３リットル/日
トイレパック １人当たり５個/日

備える目安→３日分（できれば１週間分）
取
組
指
標

３日分以上の備蓄をしている家庭の割合
①食料・飲料水 ②トイレパック

直近の現状値 R11目標値 R15目標値

① 63.6％ 85％ 100％

② 34.2％ 70％ 100％

感震ブレーカーの設置促進

マンション等の共同住宅が市内住宅戸数の約６割を占める中、建物の特性等を踏まえた防災対策
（マンション防災）を強化するため、在宅避難の有効性や、それに必要な日頃の備えなどに係る
意識啓発を進めるとともに、「よこはま防災力向上マンション認定制度」による周辺地域を含めた防災
力の向上を図ります。

マンション防災の推進

取
組
指
標

防災力の向上が図られたマンション等の世帯数

直近の現状値 R11目標値 R15目標値

11,789世帯(R5) 35,000世帯 49,000世帯

3

木造住宅の耐震化を促進するにあたり、旧耐震基準の
木造住宅の建替えを加速化するため除却補助額を増額
するととともに、新たに「新耐震グレーゾーン住宅

※」
の耐震改修制度を創設し、支援を強化します。（※1981
年６月以降2000年５月末以前の新耐震基準で着工されたもの）

あわせて、旧耐震基準の木造住宅の居住者を対象に
実施している防災ベッドなどの設置補助について、新耐
震グレーゾーン住宅の居住者も対象とし、設置を促進し
ます。

木造住宅耐震化の促進

取
組
指
標

①旧耐震基準の住宅の耐震化率（推計値）
②新耐震グレーゾーン住宅の補助件数
③防災ベッド及び耐震シェルター等補助件数

直近の現状値 R11目標値 R15目標値

① 94％(R5末) 96％ 98％

② ー 150件
（R7～R11）

120件
（R12～R15）

③ 8件（R5） 150件
（R7～R11）

120件
（R12～R15）

家具転倒防止事業の拡充

家具転倒による圧死や逃げ遅れ、火災などを防止するため、自力で家具転倒防止器具の取付が困難
な高齢者や障害者のみで構成される世帯を対象に、建築士等を派遣し、取付けを支援します。従来の
取組に加えて、延焼火災の危険性が高い重点対策地域では、
令和７～11年度における器具購入補助率を100％とします。

取
組
指
標

重点対策地域における家具転倒防止器具の設置率

直近の現状値 R11目標値 R15目標値

57.3％※ 80％ 推進

※重点対策地域及び対策地域での設置率



柱２：誰もが安心して避難生活を送ることができる仕組みの構築
《取組抜粋》

避難所生活における健康維持を図るため、地域防災拠点と
なる小中学校の体育館への空調整備を加速します。

小中学校体育館への空調整備加速

取
組
指
標

小中学校体育館への空調整備件数

直近の現状値 R11目標値 R15目標値

115校/465校
（25％）

465校/465校
（100％） －

地域防災拠点の下水直結式仮設トイレの拡充や、自治会
町内会、マンション管理組合等によるマンホールトイレの
設置を支援するとともに、トイレトレーラーの追加導入な
ど、災害用トイレを充実させます。

マンホールトイレ トイレトレーラー

災害用トイレの充実

避難所のスペース不足等に備え、地域防災拠点と同様に
避難生活が可能となる補充的避難所の機能強化や、市内外
の民間宿泊施設等を活用した避難先の拡充を図ります。

補充的避難所の機能強化や民間宿泊施設等の活用

取
組
指
標

民間宿泊施設との協定締結

直近の現状値 R11目標値 R15目標値

－
(県既存協定は有)

県ホテル組合※と
の協定締結(R7)
協定締結先拡充

協定締結先
拡充

※神奈川県旅館ホテル生活衛生同業組合

取
組
指
標

①地域防災拠点への下水直結式仮設トイレ(男性用小便器
タイプ)増設
②トイレトレーラーの配備台数

直近の現状値 R11目標値 R15目標値

① ０か所 459/459拠点
（完了） －

② １台 ２台 －

4

過去の災害等を教訓として、避難者の栄養補助や衛生維持、プライバシーや就寝環境の向上等に必要な
物資を備蓄します。飲食料については、プッシュ型支援物資の到着等を考慮し、想定避難者数の３食×３
日分を確保します。

プライバシー確保
（パーティション）

栄養補助食
・飲料

衛生用品
（口腔ケアなど）

寝具
（コットなど）

備蓄物資の拡充

取
組
指
標

食料・飲料水の備蓄量

直近の現状値 R11目標値 R15目標値

174万食分
（避難者２食１日分）

323.1万食分
（避難者３食３日分）

(完了)
維持

高齢者や障害者など配慮を要する人が避難しやすいよう、
避難所環境を整えるとともに、社会福祉施設等との連携に
よる福祉避難所の受入拡充や、民間宿泊施設等を活用した
避難先の確保を進めます。あわせて、介護食など避難者の
状態を考慮した備蓄品の拡充も行います。

福祉避難所の受入拡充及び備蓄品の充実

ペットと暮らす方も避難所に避難できるよう、地域防災拠点に一時飼育場所を設けるための資機材を配付
します。また、ペットとの同室避難場所についても、動物愛護センターなどにモデル設置を検討していきま
す。さらに、放浪しているペットや、様々な理由で飼い
主との同行避難が困難なペットを動物救援センターに
保護するため、必要な物資を整備します。

※ テント内等 ※ 屋内等

同室避難場所一時飼育場所

ペット同行・同室避難のための環境整備

取
組
指
標

①地域防災拠点への一時飼育場所の設定
②同室避難場所の設定
③災害時動物救援センター（４か所）の受入体制整備

直近の現状値 R11目標値 R15目標値

① 269/459拠点 459/459拠点 459/459拠点

② － 動物愛護センター
ほか順次整備

各区１か所
以上

③ １か所整備中 ４か所 ４か所以上

取
組
指
標

①福祉避難所協定締結施設数
②介護食の備蓄

直近の現状値 R11目標値 R15目標値

① 557施設 600施設 620施設

② 検討 全施設にいきわたる量の
備蓄（20,000食） 更新



重要施設（地域防災拠点、応急復旧活動の拠点となる施設、医療活動の拠点となる病院）※の上下
水道機能を確保するため、重要施設に接続する水道管（配水支管）・下水道管（枝線）の耐震化を
重点的に進めます。

※重要施設：地域防災拠点（459箇所）、応急復旧活動拠点（41箇所）、災害拠点病院等（116箇所）の合計616箇所

<旧上瀬谷通信施設地区 ゾーニング図>

※広域避難場所
大地震により発生した火災から身を守るための避難場所を確保

（適地は今後検討）

旧上瀬谷通信施設地区 機能

防
災
・
公
園
地
区
（
①
～
⑤
機
能

の
実
施
エ
リ
ア
は
右
図
）

①現地司令施設機能

(2.0ha)

市災害対策本部（本庁舎）指揮のもと、広域支援
部隊となる自衛隊・警察・消防・医療従事者(DMAT
等)の現地調整の司令塔

②外からの広域支援
部隊のベースキャ
ンプ機能(10.2ha)

広域支援部隊(自衛隊・警察・消防）の集結･宿営
拠点やヘリ離着陸場として、公園の広場や野球場等
の運動施設等のオープンスペースを活用

③物資の流通拠点
機能

本市最大規模の新たな備蓄庫(建築面積4,000㎡相
当)

外部からの支援物資の受け入れ拠点(建築面積
5,000㎡相当)

④防災補助機能

広域支援部隊のベースキャンプや物資の流通拠点の補
助機能として、部隊の休憩や打合せ場所、物資の一時保
管、市災害対策本部の代替施設等にパークセンター1、2
を活用

⑤防災体験機能
防災体験プログラムの実施等、平常時において市

民の防災力向上につながる取組の実施

そ
の
他
の

地
区 物流地区

民間物流施設での救援物資等の受け入れや配送に
係る協力など、本市の防災機能を担う施設としての
連携

観光・賑わい地区
民間事業者による帰宅困難者の受け入れや物資の

備蓄など、本市の防災機能向上に繋がる取組

交
通
網

インターチェンジ・
交通・緊急輸送路

○新たなインターチェンジ：東名高速道路と直結し
た、本市の災害時ネットワークの起点となるＩＣの
整備
○新たな交通：来街者の帰宅困難対応等、防災力強
化策を実施
○緊急輸送路：１次路線に指定

柱３：大規模災害時の拠点等整備 《取組抜粋》

柱４：災害に強いまちづくりの推進(インフラの強靭化)《取組抜粋》

広域防災拠点（旧上瀬谷通信施設地区）の整備

重要施設に接続する水道管・下水道管の耐震化

取
組
指
標

重要施設に接続する
①水道管（配水支管）及び下水道管（枝線）の耐震化
②水道管（配水支管）の耐震化
③下水道管（枝線）の耐震化

直近の現状値 R11目標値 R15目標値

① 357/616か所
（58％）

506/616か所
（82％）

550/616か所
（89％）

② 440/616か所
(71%)

506/616か所
(82％)

550/616か所
（89％）

③ 478/616か所
(78％)

616/616か所
(100％) －

※②によりR9にすべての地域防災拠点で災害直後の給水を確保
※③によりR7にすべての地域防災拠点の枝線の耐震化が完了

5



初期消火器具設置費用の一部補助について【周知依頼】 
 
１ 事業の趣旨 

  消防局では、自治会町内会が初期消火器具を設置・更新（器材全て又は一部）する費用の

一部を補助する事業を行っており、この度、補助金交付申請の受付を開始します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ お願いしたいこと 

【 区 連 長 】ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で周知をお願いします。 

【単位会長】定例会等でご検討いただき、申請する場合はお住いの区の消防署に 

ご相談の上、申請を行ってください。 
 

３ 申請要件 

  下記３つに当てはまる単一の自治会町内会が対象となります。 

(1)  地域に消火栓がある。 

(2)  家屋が密集し、火災が発生した場合に延焼拡大の恐れがある。 

(3)  定期的に訓練を実施できる。 

 

４ 申請方法 

 (1)  受付期間：令和７年４月１日（火）～９月 30 日（火） 

 (2)  申請方法：申請書に必要事項を記入の上、最寄りの消防署に御提出をお願い致します。 

 ※ 申請書は横浜市ウェブサイトからダウンロードまたは最寄りの消防署でお渡しします。 

 

 

○「横浜市 初期消火器具」で検索    ○２次元コード 

 

 

 

 

 

 

市 連 会 ４ 月 定 例 会 説 明 資 料 
令 和 ７ 年 ４ 月 1 0 日 
消 防 局 予 防 課 

初期消火器具とは？ 

初期消火器具には、初期消火箱（固定式）

とスタンドパイプ式初期消火器具（可搬式）

の２種類があり、消防車が進入できない道路

狭隘地域等においても、市民の皆さまが消火

栓にホースを直接接続し、有効な初期消火活

動を行うことができる消火器具です。特にス

タンドパイプ式初期消火器具は機動性に優

れ、容易に取り扱うことができます。 初期消火箱（固定式） 
スタンドパイプ式 

初期消火器具(可搬式) 

裏 面 あ り 



５ 補助の対象経費 

  今年度も引き続き、①初期消火器具の新規設置又は器材全ての更新設置の場合、②消防

用ホースなどの器材の一部更新や、既に自治会町内会が所有している初期消火箱への新た

な資機材（スタンドパイプや台車等）を追加する場合の補助を行います。 

また、令和７年度からは、③横浜市密集市街地における地震火災対策計画で定める「重点

対策地域」に該当する町丁目に初期消火器具を新規設置する場合、初期消火器具の整備に要

する経費（税込金額）の 10 分の９に相当する額（上限 27 万円）を補助するメニューを新た

に追加します。 

 

 整備内容 補助の対象経費 

① 
初期消火器具の新規設置又は器材

全ての更新設置の場合 

初期消火器具の整備に要する経費（税込金額）の

２/３に相当する額（上限 20 万円/１件） 

② 初期消火器具の一部更新設置の場合 
初期消火器具の整備に要する経費（税込金額）の

２/３に相当する額（上限７万円/１件） 

③ 
「重点対策地域」に該当する町丁目

に初期消火器具を新規設置する場合 

初期消火器具の整備に要する経費（税込金額）の

９/10 に相当する額（上限 27 万円/１件） 

 

６ お問合せ先 

 

※ 申請要件や書類等のお問い合わせは、お近くの消防署へご連絡ください。 

 
 
 

鶴見消防署 中消防署 保土ケ谷消防署 金沢消防署 青葉消防署 栄消防署 

(503-0119) (251-0119) (342-0119) (781-0119) (974-0119) (892-0119) 

神奈川消防署 南消防署 旭消防署 港北消防署 都筑消防署 泉消防署 

(316-0119) (253-0119) (951-0119) (546-0119) (945-0119) (801-0119) 

西消防署 港南消防署 磯子消防署 緑消防署 戸塚消防署 瀬谷消防署 

(313-0119) (844-0119) (753-0119) (932-0119) (881-0119) (362-0119) 

消防局予防課 
担当 佐藤、岡田 
電話045-334-6406 /FAX 045-334-6610 
メール sy-yobo@city.yokohama.lg.jp 



戸籍氏名の振り仮名記載について【情報提供】 

 

１ 趣旨・概要 

  戸籍法の改正に伴って、行政手続きのデジタル化の推進等のために戸籍の氏名に振り仮

名が記載されるようになります。 

令和７年５月 26 日時点（改正法の施行日）において本籍を置く市区町村から皆様（原則

として戸籍の筆頭者宛て）に振り仮名が記載された通知が発送されますので、届きましたら

内容の確認をお願いします。 

 

２ お願いしたいこと 

【区 連 長】ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。定例会等で情報提供をお願いします。 
 

３ 今後の流れ 

(1) 令和７年５月 26 日から夏頃まで 

 各ご家庭に、戸籍に記載する予定の振り仮名がハガキで届きます。このハガキは同一戸        

籍にいる方全員分（１通に４名まで）の振り仮名が記載されており、戸籍内で住所が別の

方がいる場合は、同内容のハガキがそれぞれの住所あて郵送されます。 

                   

 【通知ハガキ 表面のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪裏面もあります。≫ 

市連会４月定例会説明資料 
令 和 ７ 年 ４ 月 1 0 日 
市 民 局 窓 口 サ ー ビ ス 課 



 

（2） ハガキが届いてから令和８年５月 25 日まで 

  ア 振り仮名が正しい場合 

    手続きは必要ありません。この場合、令和８年５月 26 日以降に自動で戸籍に振り仮

名が記載されます。 

 

  イ 振り仮名に誤りがある場合 

  振り仮名の届出が必要です。 

※オンライン（マイナンバーカード利用）や郵送で届出可能です。詳細はお届けする

ハガキをご確認ください。 

【届出期間】令和７年５月 26 日～令和８年５月 25 日の１年間 

 

（3） 令和８年５月 26 日以降 

   すべての戸籍に振り仮名が記載されます。この日以前に、振り仮名の届出をされた方

については、届出された時点で戸籍に振り仮名が記載されます。なお、戸籍に振り仮名が

記載されると、本籍地の市区町村から住所地市区町村へ通知がなされ、自動的に皆様の

住民票の氏名の振り仮名も記載されます。 

 

４ コールセンターについて 

  戸籍の氏名に振り仮名が記載されることは、全国一斉に開始されます。 

 令和 7 年５月 26 日以降に国のコールセンターが開設されますので、ご不明点がございまし

たらお問合せください。 

  また、通知ハガキに関するお問合わせ等について、本市においても専用のコールセンタ

ーを開設します。電話番号等の詳細は、通知ハガキに記載するとともに本市ホームページ

に掲載する等してお知らせする予定です。 

 

横浜市振り仮名の WEB ページ 

２次元コード→ 

市民局窓口サービス課 
担当 中澤、指宿 
電話 045-671-2176 /FAX 045-664-5295 
メール sh-madoguchi@city.yokohama.lg.jp 





 

自治会町内会館整備について【事業説明】 

 
１ 事業の趣旨 

  令和８年度に自治会町内会館の新築・増築・耐震補強工事・修繕（いずれも補助対象経費

100 万円以上）を行うご意向がある自治会町内会より、令和８年度予算編成に向けた事前申

出を募集します。なお、予算には上限がありますので、予算の範囲内で対象となる自治会町

内会を決定する予定です。 

※公園集会所の整備を予定している団体についても同様の申出をお願いします。 
  

２ お願いしたいこと 

【 区 連 長 】ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で単位会長の皆様に情報提供をお願いします。 

 ご意向がある場合、区役所に必要書類をご提出してください。 

（地区連合町内会館も対象となります） 

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。定例会等で情報提供の上、ご検討ください。 

      ご意向がある場合、区役所に必要書類をご提出してください。 

 

３ 制度について 

 （１）制度概要 

別添のパンフレット『自治会町内会館整備のための補助制度等のご案内』をご参照く

ださい。制度の詳細は、横浜市ホームページにも掲載しております。以下の二次元バー

コードよりアクセスください。 

 

 

 （２）整備の種類、補助率、補助限度額 

整備の種類 補助率 補助限度額 

新築・購入 2 分の 1 125,000 円/㎡ かつ 1,500 万円 

 

特殊基礎 

工事費 
2 分の 1 300 万円 

ｴ ﾚ ﾍ ﾞ ｰ ﾀ ｰ 

設置工事費 
2 分の 1 300 万円 

増築 2 分の 1 630 万円 

耐震補強工事 2 分の 1 380 万円 

修繕 2 分の 1 250 万円 

市 連 会 ４ 月 定 例 会 説 明 資 料 
令 和 ７ 年 ４ 月 1 0 日 
市 民 局 地 域 活 動 推 進 課 

裏面あり 



４ 今後のスケジュール 

・区役所へのお申し出及び書類提出の締切は、令和７年７月７日（月）です。 
必要な書類等については、区役所地域振興課へお問い合わせください。 
（内容を審査した上、予算編成の際、基礎データとします） 

・令和８年度の予算が確定し、補助申請を受け付ける自治会町内会が決定されるのは、 
令和８年３月末頃の予定です。 

 
５ 事前申出の提出 

【申込方法】各区役所地域振興課へ必要書類を提出 

      必要書類については、区役所地域振興課へお問い合わせください。 

  【申込期限】令和７年７月７日（月） 

 

６ その他 

(1)風水害等の自然災害により緊急で修繕が必要になった場合には、事前申出の有無に関わ

らず、各区役所地域振興課へご相談ください（り災の証明等、別途要件があります）。 

(2)公園集会所の整備の場合は、区役所へお申し出をいただく前に、みどり環境局公園緑地

管理課及び土木事務所と調整が必要になります。 

(3)自治会町内会館脱炭素化推進事業補助金（LED 照明器具や省エネエアコンなどの整備導

入における補助制度）とは別事業になります。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

市民局地域活動推進課 
担当 栗田、石栗 
電話045-671-2317 /FAX 045-664-0734 
メール sh-jichikai@city.yokohama.jp 



 

 

 

自治会町内会活動や共助による減災に向けた取組の拠点となる、自治会町内会館の整備に対

する補助制度や融資制度の概要について、ご案内します。自治会町内会館脱炭素化推進事業補

助金とは異なる制度ですのでご注意ください。 
   

 補助制度について           ＜お問い合わせ先：区役所地域振興課＞ 
  
１ 補助対象 

  次の全ての項目に該当するときに、自治会町内会館の整備に対する補助を利用することが 

できます。ただし、この補助制度で補助を受けた自治会町内会は、補助を受けてから５年間 

は、特別な理由がある場合を除き、補助申請することはできません。（修繕を除く） 
   
 (1) 自治会町内会が所有、整備、運営及び利用する施設である 

 (2) 地域住民の福祉向上、連帯の増進に寄与する施設である 

 (3) 会議及び集会に必要な施設を備えている 

 (4) 建築基準法その他の法令に適合している 

 (5) 会館の整備に対して、総会の議決等による自治会町内会の意思決定がある 

 (6) 会館の利用規約等が整備されている 

 (7) 補助を受けた会館が他にない 

 (8) 会館整備費補助要綱に定める業者数以上の市内事業者(※１)による入札又は見積合わせ

で最も安価な金額を提示した事業者を選定している（事業者は建設業の許可が必要です。

(※２)） 

(9) 補助対象経費が 100 万円以上の整備である 
 

※１ 市内事業者とは、市内に本社がある事業者です。店舗や事務所等だけが市内にあっても 

該当しませんので、ご注意ください。 

具体的には、次のいずれかに該当する事業者です。 
 

◎ 横浜市一般競争入札有資格者名簿における所在地区分が市内である者 

◎ 登記簿の本店（又は主たる事務所）の所在地が市内で登記している者 

◎ 主たる営業の拠点が市内である個人事業者及び登記していない団体 
 
   ※２ 申請時に、建設業の許可通知書の写しの提出が必要です。 
 
２ 補助内容 

整備の種類 補助率 補助限度額 内 容 

新築・購入 2 分の 1 1 ㎡当たり

125,000 円 

かつ 

1,500 万円 

新たに建物を建設し、又は現在の建物の 

全部を撤去して新たに建物を建築すること 

 

 特殊基礎工事費 2 分の 1  300 万円 地盤・敷地条件により施工する特殊な基礎工事 

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置工事費 2 分の 1  300 万円 エレベーター設置に伴う工事費 

増築 2 分の 1  630 万円 既にある建物の床面積を増加させる工事 

耐震補強工事 2 分の 1  380 万円 耐震診断（※）に基づいて行う工事 

（※）会館整備費補助要綱に基づいた耐震診断 

修繕 2 分の 1  250 万円 既にある建物の部分に対して、機能の維持向上、模

様替え等のために行う工事（機器及び器具の購入

のみは含まない） 

※風水害等の自然災害により緊急で修繕が必要になった 

場合は、各区役所地域振興課へご相談ください。 

自治会町内会館整備のための補助制度等のご案内 令和７年４月 

                        

 



 

〇新築等で特殊基礎工事を施工する場合、補助限度額とは別に、300 万円を限度に特殊基礎工事に要する

経費の２分の１を補助します。なお、特殊基礎工事については地質データなどによる審査を行います。 

〇新築、増築、修繕で外構工事を施行する場合に、整備の種類ごとの補助限度額内で、100 万円を限度

に外構工事に要する経費の 2 分の 1 を補助します。（新築・購入の場合、1 ㎡当たりの補助限度額とは

別に補助します。） 

〇新築、耐震補強工事及び 250 万円を超える増築については、審査委員会による整備費用の内容審査を

行います。 

（自治会町内会が整備する公園集会所について補助を受けるには、別途要件があります。詳細は各区役所

地域振興課にお問合せください。） 

 
３ 申請手続 

会館整備の計画については、お早めにご相談ください。 

会館整備に関する相談先及び申請書の提出先は、各区役所地域振興課です。 
 
(1) 整備予定時期の前年度の夏頃までに、事前の申出が必要です。令和８年度の会館整備に

ついては、令和７年７月７日（月）までに、各区役所地域振興課に事前の申出をお願いしま

す。 

   横浜市の予算確定後、整備年度になりましたら補助申請を行い、必ずその年度内に工事

完了検査を受けていただきます。 

 (2) 補助申請は、会の総意を証する総会の議事録・工事設計書等の必要書類を添付し、工事 

請負契約前又は売買契約締結前に、自治会町内会の代表者の方が手続きを行ってください。 

 (3) 申請された内容について審査し、補助決定を行います。 

なお、補助申請時に申請された内容に含まれていない費用については、原則として補助

の対象となりません。補助申請後にやむをえず工事内容に変更が生じた場合は、必ず変更
部分の工事の着工前にご相談ください。 

※変更部分の費用については、補助の対象とならない場合があります。 
 
４ 補助金の支払い 

工事完了後、現地にて立会い検査（完了検査）を行います。その完了検査結果に基づき所

定の手続きを行い、工事請負業者への代金支払い後、補助金の支払いを行います。 
なお、工事請負業者への支払いよりも前に補助金を受領する必要がある場合には、前金払

いを選択することができます。交付申請の際にお申し出ください。 

 

５ その他 
 (1) 区分所有者が管理する集会施設の整備 

自治会町内会と区分所有者の団体の構成員がほぼ同じであり、かつ、自治会町内会が使

用する施設で、自治会町内会が整備費を負担する場合に限り補助対象とします。 

 (2) 他の自治会町内会と合同で整備する場合は、新築・購入の場合に限り、それぞれの団体

に補助限度額を適用します。 

 (3) 土地付き建物の購入は、建物部分の費用のみが補助対象となります。 

 (4) 自然災害等による緊急修繕には一定の要件がありますので、必ずご相談ください。この
場合、整備予定時期の前年度７月頃までに求めている、事前の申出は不要です。 

 

６ 補助金の返還 
次のようなときは、補助金を返還していただきます。 

 (1) 詐欺その他不正な手続きにより補助金を受けたとき 

 (2) 補助金交付の条件に違反したとき 

 (3) 補助金を受け、整備した建物を第三者に貸与、譲渡、交換または担保に供しようとするとき 

(4) 補助金を受け、整備した建物を会館整備費補助要綱で定める「財産の処分制限期間（※注）」 

  内に処分（解体等）するとき 

 (5) その他補助要綱に違反したとき 



 

 

※注 会館整備費補助要綱で定める財産の処分制限期間は次のとおりです。 

◎ 整備内容が新築、購入、増築及び耐震補強工事のもの 
ア 鉄筋コンクリート造の場合・・・50 年   
イ 鉄骨造の場合・・・・・・・・・30 年 
ウ 木造の場合・・・・・・・・・・24 年 

◎ 整備内容が修繕のもの・・・・・・・建物の構造に関係なく 10 年 
 

 

 融資制度について         ＜お問い合わせ先：お近くの取扱金融機関＞ 

横浜市との協定に基づき民間金融機関が融資を実施します。なお、申込にあたっては総会

の議決が必要な書類もありますので、融資の利用を計画される場合は、融資内容・申込手続

等の詳細について、お早めにこの融資を取り扱っている金融機関にご相談ください。 

 

１ 融資を実施する金融機関（取扱金融機関） 

  株式会社横浜銀行、横浜信用金庫、株式会社神奈川銀行 

  ※公園集会所の整備に係る融資を実施するのは、横浜信用金庫と株式会社神奈川銀行です。 

   公園集会所の場合、購入は除きます。 

  ※横浜市の会館整備費補助要綱に基づく補助の決定を受けた会館が対象となり、 

返済期間は 10 年以内です。 

 

２ 申込資格 

融資を受けようとする自治会町内会は、次の要件を満たすことが必要です。 

 (1) 法人格を有する自治会町内会であること（下記「自治会町内会の法人化」参照） 

 (2) 自治会町内会が償還金及び利子の支払い能力があること 

 

３ 融資対象の除外 

  他の金融機関からの借換えを目的とするもの 

 

４ 申込人 

法人化した自治会町内会の代表者が、取扱金融機関に対して行います。 

なお、融資の申込は、自治会町内会が会館に対する市の補助決定を受けた後に行います。 

 

５ 連帯保証人・担保  

 (1)  原則、自治会町内会の代表者１人を連帯保証人とします。ただし、代表者以外の役員等

の自発的な意思に基づく申し出がある場合は、この限りでありません。 

(2) 担保は不要です。 

 

※整備の種類により、融資限度額が異なりますので、詳細は金融機関にお問合せください。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 自治会町内会の法人化         ＜お問い合わせ先：区役所地域振興課＞ 

自治会町内会館の不動産登記は、団体名義ではなく、役員の個人名などで登記することに

なります。 

団体名義で不動産登記するには自治会町内会の法人化（法人格の取得）が必要です。法人

化には、会の規約や構成員名簿の作成など地方自治法に基づく手続が必要ですので、事前に

ご相談ください。 

 

 会館用地について           ＜お問い合わせ先：区役所地域振興課＞ 

横浜市では、利用計画がないなどの一定の要件に該当する市有地を、会館を所有していない 

自治会町内会に有償で貸付を行っています。 

貸付を希望される場合は、総会の議決等による自治会町内会の意思決定の書類・建設計画・ 

資金計画の概要などを提出していただき、貸付の適否を判断します。 

 民有地・市有地にも適地がない場合、公園面積が 5,000 ㎡以上であることなど、一定の条件

のもとで公園内に「公園集会所」として設置が認められることがあります。 

 

 区役所地域振興課 連絡先一覧 
 

区役所 電話番号 区役所 電話番号 

鶴見区地域振興課 ５１０－１６８７ 金沢区地域振興課 ７８８－７８０１ 

神奈川区地域振興課 ４１１－７０８６ 港北区地域振興課 ５４０－２２３４ 

西区地域振興課 ３２０－８３８６ 緑区地域振興課 ９３０－２２３２ 

中区地域振興課 ２２４－８１３１ 青葉区地域振興課 ９７８－２２９１ 

南区地域振興課 ３４１－１２３５ 都筑区地域振興課 ９４８－２２３１ 

港南区地域振興課 ８４７－８３９１ 戸塚区地域振興課 ８６６－８４１２ 

保土ケ谷区地域振興課 ３３４－６３０２ 栄区地域振興課 ８９４－８３９１ 

旭区地域振興課 ９５４－６０９１ 泉区地域振興課 ８００－２３９１ 

磯子区地域振興課 ７５０－２３９１ 瀬谷区地域振興課 ３６７－５６９１ 
 

 横浜市市民局地域活動推進課 
０４５－６７１－２３１７ 

 
 

 

 横浜市ホームページでもご案内しています。 

 
 横浜市 町内会館 検索 



 

横浜市保健活動推進員永年勤続表彰式について 

 

１ 依頼事項 

   「令和７年度 横浜市保健活動推進員永年勤続表彰式」を次のとおり開催い

たしますので、各区町内会連合会会長の御臨席をお願いいたします。 
また、市町内会連合会会長に御登壇と御祝辞を賜りたく、お願いいたします。 

 
２ 日時・会場 

 (1) 日時 
   令和７年６月 10 日（火）13 時 30 分から 14 時 30 分まで（13 時受付開始） 

   恐れ入りますが、13 時 20 分までに会場受付にお越しください。 

 

 (2) 会場 
  関内ホール（横浜市中区住吉町 4-42-1） 
 
３ 出欠について 

添付の出欠確認票を５月２日（金）までに御投函ください。 

 
４ 添付資料 

 (1)「令和７年度 横浜市保健活動推進員永年勤続表彰式」実施概要 
 (2) 出欠確認票 
 (3) 返信用封筒 
 
 
 
 
 
 
 
 

担当 横浜市健康福祉局健康推進課 
                      和賀登、西 
                      電話：671-2454 

FAX ：663-4469        

 

市 連 会 ４ 月 定 例 会 説 明 資 料 
令 和 ７ 年 ４ 月 1 0 日 
健 康 福 祉 局 健 康 推 進 課 

横浜市保健活動推進員 

地域の健康づくりの推進役として、各区の福祉保健センターや地域の団体等と

連携して、生活習慣病予防や体操教室等の開催、啓発活動、研修会の実施等、健

康づくりに関するさまざまな活動を行っています。 
現在の委嘱人数は 3,135 人です。 



 

 

                                                 

令和７年度 横浜市保健活動推進員永年勤続表彰式 実施概要 

 

１ 趣旨 

横浜市保健活動推進員として、10 年、20 年、30 年、40 年勤続している方を対象に、

地域への健康づくり活動への貢献に感謝の意を表し、表彰状および記念品を贈呈するた

め、表彰式を行います。 

併せて、保健活動推進員の情報共有と人材育成を目的として、講演会を実施します。 

 

２ 日時・会場 

(1) 日時 令和７年６月 10 日（火） 午後１時 30 分から午後３時 45 分まで 

(2) 会場 横浜市市民文化会館 関内ホール（横浜市中区住吉町 4-42-1） 

  

３ 出席予定者 

 (1) 表彰対象者（10 年、20 年、30 年、40 年勤続者）           約 300 名 

 (2) その他保健活動推進員                         約 400 名 

 

４ 内容（予定） 

 

 

 

 
 
 

時間 項目 内容・講師等 

12:15～13:30 受賞者写真撮影（区別に撮影） ３グループに分けて写真撮影

を行います。 

13:30～14:30 受賞者紹介 

表彰状・記念品贈呈（代表１名へ） 

式辞 

来賓祝辞 

 

 

 

来賓紹介 

受賞者代表あいさつ 

（司会者） 

市長 

市長 

市会議長 

市医師会会長 

市町内会連合会会長 

市保健活動推進員会会長 

（司会者） 

受賞者代表 

休憩（15 分） 

14:45～15:45 

 

 

講師紹介 （司会者） 

講演（60 分） 

テーマ（仮）：「横浜市保健活動推進員の魅力ある活動に向けて」 

のアンケート結果を受けて 

講師：東京都健康長寿医療センター研究所  

社会参加と地域保健研究チーム・研究副部長 村山 洋史 氏 

資料１ 



 

 

 

 
※HPより抜粋 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

￥ 
 
 
 

 

 

【会場案内図】 

会場：横浜市市民文化会館 関内ホール 

１ＪＲ京浜東北根岸線・横浜線 関内駅下車 徒歩６分 

２市営地下鉄 関内駅下車 徒歩４分 

３みなとみらい線 馬車道駅 徒歩４分 

４市営バス 馬車道バス停下車 徒歩６分 

５神奈川中央・京浜急行バス 尾上町バス停下車 徒歩 1 分 



令和７年度横浜市保健活動推進員永年勤続表彰式 
 

どちらかを○でお囲みください。 

御出席      御欠席 
 

 

御芳名・補職名                      

 

御連絡先住所                       

 

お電話                          

 

※代理の方が御出席の場合、代理者の御記入をお願いします。 

 
 

誠に勝手ではございますが、５月２日（金）までに、同封の

返送用封筒を御利用の上、御投函いただきたくお願い申し上

げます。 
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